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第 8回 厚生労働省 独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会    `
議事次第

日時 :平成22年 12月 17日 (金)10ゴ 00～ 12:00

場所 :厚生労働省12階 専用第 12会議室

1 開会

2 議題

(1)最終とりまとめに向けた議論

(2)その他

3 閉会

(配付資料 )

資料

・独法等整理合理化案/叩 き台         (北 沢座長提出資料 )

・「叩き台」の作成根拠、着想等         (北 沢座長提出資料 )

・「独法等整理合理化案/叩 き台」にういての意見 (大久保委員提出資料 )

・報告書作成にあたっての記載項目要望     (結 城委員提出資料 )

・のぞみの園についての意見書         (結 城委員提出資料 )

参考資料

口厚生労働省所管独立行政法人の主な事業分類一覧  (第 2回資料2-1)
・厚生労働省所管独立行政法人の類型別整理票   (第 2回資料2-2)
・国等との関係が強い所管公益法人の類型別法人一覧 (第 4回資料 4)

・地方公務員における再任用職員の給料月額別採用数 (第 6回参考資料 )

・国家公務員の再任用制度 (平成21年度)(抄 )



☆独法等整理合理化案/叩き台

北沢 栄

*主要な改革スキーム

I.独立行政法人等 6法人

Ⅱ.公益法人γ横串"→ 12制度・1貫行、契約等

I.独法等

① 国立病院機構 →

I案)労働者福祉機構と統合

Ⅱ案)国立病院 → 二部民営化 (黒字法人)+地域中核病院を軸に

整理・統合 → I案による「統合」後、Ⅱ案を実施、も選択肢

② 労働者健康福祉機構 →

I案)国立病院機構と統合

※双方のネットワーク機能を生かす

Ⅱ案)労災病院 → 労災専門病院を全国 2～ 3に集約+他は廃止 (二般

の民間病院として存続)→ I案による「統合」後、Ⅱ案を実施、も

選択肢

※労災医療機能の集約化に伴い労災看護専門学校等の機能見直し     ｀

③ 国立健康・栄養研究所と医薬基盤研究所 → 統合 → 食と医薬の研究

シナジー効果および統合による事務・事業のスリム化

④ 労働政策研究・研修機構 → 「同独法を廃止・国が直営」を含め、さらに検

討を進める
。研究機能については、現状では不十分なためこれを強化し、民間を活

用する
。研修機能については、労働大学校は廃止 (施設は売去「)→ 研修は労

働大学校以外の施設を使うか巡回方式で実施 → 研修施設は他省を

含め一元化もしくは集約化 (たとえば財務省直轄の財務総合政策研究

所研修部)
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・ 研究・研修を本省が直接担う場合、労働基準局、職業安定局の本省職

員数計 552人、出先の労働基準監督署とハローワークに計 17,000人弱

(2010年度末)→ これらの人材を活用して事業を再構築 → Scrap&

Bしnd→ 労働政策のコアとなる調査・研究に力を注ぎ、民間を活用する

⑤ 中央労働災害防止協会 ち 解散 or特例民法法人 6r営利法人 (民間

企業)に移行 → 特別民間法人は不透明なゆえに制度として廃止 → 原

資の特別会計資金は、競争的資金として民間で活用

Ⅱ.公益法人

〈制度・慣行、契約など〉

① 指定法人の制度を廃止 → ①原則、一般競争契約とし、たとえば介護労

働安定センターのようなF全国で1つ」に限った指定法人は廃止、②国家試

験・資格のように例外的ケースを設ける必要がある場合は、その理由の情

報開示およびプロポーザル方式を含む参入要件など新ルールを制定

登録に基づく事業は、登録要件の緩和・見直しを行い、たとえば日本ボイ

ラ協会のような場合、「複数登録」を広げ、競争性を導入

「特定の補助金等を特定の法人に毎年度支出する」慣行は廃止 → たと

えば、こども未来財団のような場合、支出先を一般公募、競争性を導入

委託事業を他法人に丸投げするなどで、受け取つた補助金等を第3者に

再交付する、たとえば、ヒューマンサイエンス振興財団のようないわゆる“ト

ンネル法人 "に対しては、必要性が認められる事業のみ補助金等を本省か

ら直接、事業実施法人に交付する仕組みに改める

国の補助金等が年収の3分の2以上を占める、たとえば、産業医学振興財

団のようないわゆる“丸抱え法人"に対しては、必要性が認められる補助金

等に関し、2002年 3月 の閣議決定 (比率を3分の2未満に縮小)の力贋守に

とどめず、さらに2分の 1未満に縮小させる

国家試験、資格付与を実施する、たとえば社会福祉振興・試験センター、

柔道整復研修試験財団のような法人の場合、必要性を検証した上で整理・

統合する

障害者施設や介護施設の運営法人については、独法・のぞみの園を含め

入居者の高齢化と希望を考慮し、たとえば労災サポマトセンターのような場

合、特別養護老人ホームや社会福祉法人施設、地方自治体施設など類似

施設の活用を検討する

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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⑧ 国の助成事業や委託研究事業などの成果に関し、情報公開を徹底するた

め、インターネット上のホームページでの情報開示について共通の必要条

件を明示したガイドラインを設ける

⑨ 類似法人は事業の必要性が認められる場合は整理・統合する

⑩ 事業仕分けで「廃止」評決法人は廃止する    :
⑪ 随意契約の「原則、廃止」(会計法第 29条 )の適用を徹底させるために、同  :

条を改正し、罰則・公表規定を追加する → この実現に向け、厚労省は

省令等の制定など必要な措置を取る

⑫ コンプライアンス違反を犯した、たとえば雇用開発協会のような法人に対し

ては、当該法人の廃止、国や独法からの補助金等や契約・取引の停止な

ど厳正な処分を行う

、 以上



☆「叩き台」の作成根拠、着想等

北沢 栄

「 」内は議事録より引用

*国立病院機構

国立病院機構が提出した参考資料「非公務員化のメリット」によると一

民間との人事交流や兼業・派遣の拡大が可能となり、これらにより地域全体

の医療サービスの向上に寄与。

常勤役員の有期雇用が可能となり、病院のマンパワーが強化され患者サー

ビスの向上に寄与。

職員の一層の意識改革を進め、より民間の感覚に近いサービスの提供を実

施

→ つまり公務員だと、国家公務員法が適用されるため、兼業ができず、常勤

雇用なので、新規の仕事向けなどに柔軟な有期雇用ができない。

民営化 ― (北沢)「更に、もつと自由にやりたいとおっしやいましたね。自由度

を高めたいということですね。独法というのはまだ非常に規制がある。ですから、自

由度を高めたいと考えていいわけですか。」

理事長 (国立病院機構)「医療事業に則さない。独法というのは大体は運営費交

付金が収入で、それで活動しているんです。我々は自己収入で事業を展開するの

で、ともかく独法による医療事業に非常に逆行するような規制、これを何とかしてい

ただきたいということです。」

(北沢)「これはまた後ほど聞きますけれども、そうしますと民営化をやればいいじ

ゃないかという議論が出てくるかと思うんですが、その辺はいかがですか。」

理事長「全部民営化か、あるいは一部民営化かという形になるかと思いますが。」

ネットワニク ーー (理事長)「私は、国立病院機構のそもそもの価値は全国統一

のネットワ∵クにあるのではないかと思っております。これは、経営的に申しますと、

黒字病院と赤字病院の間で健全な内部扶助が行ゎれているために、税金にほと

んど頼らない自立自存の経営につながっていることがあります。」

1.

2.

3.



・ 労働者健康福祉機構

国立病院との連携 ― 理事 (労働者健康福祉機構)「国立病院機構の国立病

院との連携でございますが、現在も我が方でいろいろ検討しているわけでございま

すが、1つの条件を設けましてその連携状況等について検討したところでございま

すが、まずは病院間の距離が4キロ以内、または同一医療圏内、その条件を満た

すのが7病院ございます。これらの病院を調べますと、実際には高額医療機器の

共同利用、あるいは専門分野のない病院から専門分野のある病院への患者紹介、

更には医師の応援とか、そういつた連携をしているところでございます。」

ネッドワーク′― 労働基準局長 (労働基準局)「私どものこの労災病院の政策的な

意味というのは、一番中心的には、労災補償制度というのは一般の病院と違うよう

な疾病がございます。アスベストの疾患ですとか、じん肺ですとか、こういつたもの

は普通の病院ではその予防方法や診断方法、治療についてなかなか開発ができ

ないだろうということで、この部分に交付金も出しまして、臨床現場を通じて労災病

院のネットワークを使つて政策的医療のこういった知見を確立していただく:それが '

一番、肝になる部分だろうと思っています。」

ノウハウ ー 労働基準局長 (労働基準局)「ただ、中には非常に重篤な産業中

毒ですとか、さっき言つたような13疾病に属するようなものが出てまいりますと、これ

はもちろん労災病院で蓄積しているいろいろな知見を広く均てん化するようにやっ

ていますからできる病院もありますけれどもく最後の頼みと言いますか、そういうこと

になりますと、アスベストの例のように岡山の労災病院とか、労災病院にはいろいろ

知見が集積していますので、そこに行く。」

実態 ― 労働基準局長 「病院の実態として言えば、さつきから出ていますように

非労災の方の方が圧倒的に多いわけで、そういうことで収入を得ながら労災の病

院の経営を維持して、その中で今、申し上げたような政策的な医療の部分を支え

ると言いますか、そういう構造になっている 。…」

米国では労災病院は存在しない → 一般の民営、公営の病院で治療を行う(じん

肺診療は連邦政府負担 )

ドイツでは職業病専門病院が2施設

国立病院機構でことし4月 に指定看護師の育成に向け専門学校を開設したが、労

災看護専門学校をこちらに移管するのも選択肢の 1つ

労災の疾病発生件数は 1980年当時の1万件以上に対し半分以下の 5000件程度、

ただしアスベストやメンタルヘルスは増えている状況



*労働政策研究 口研修機構 (」 ILP丁 )

1990年代後半から始まった非正規雇用拡大を柱とする雇用状況の二大変化によ

り、若者の雇用の不安定化t格差問題の深刻化が進むが、これに対し労働政策の

面から十分なリスポンスがなされたとは言い難い → 労働政策の貧困が、こうした

問題を招いた一因となったことは否定できず、労働政策の基盤を成す研究機能の

抜本的な改革が求められる → この一環として、研究のコア機能を独法から本省

に移し、本省の本来的機能を強化すべき、との選択肢も考えられる(注 1)

(注 1)厚生労働省にあつて労働政策は、社会保障政策と並ぶ重要な柱だが、

これまで各局単位で研究・立案され、実施に移されてきた経緯がある。その主な

主体は労働基準局と職業安定局であり、縦割り行政から各部局の業務に限定さ

れた政策立案が行われる傾向にあつた。これが、非正規雇用・格差問題のよう

な構造的変化への対応を遅らせた要因とみられる。

各局ごとの政策立案に対し、政策統括官 (局長級)が酉己下に参事官(課長級)3

人を擁し、調整。統合する任を担う。しかし、このような縦割り型の不十分な総合

機能では、深刻な社会的広がりを持つ構造問題に即応する調査研究:政策立

案は、困難と言わざるを得ない。

非正規問題の対応 ― (理事 (独 )労働政策研究。研修機構)「先生御指摘のと

おり、10年ぐらいずっと非正規の問題については、どんどん問題が拡大しておりま

す。私ども、実は、95年以降、この問題は非常に重要な問題ということで、当時は、

働き方の多様化といいますか、あるいは就業形態の多様化といいますか、そういう

テーマ、それが政策に対してどういうような影響を持つのかみたいな観′点ですけれ

ども、私どもずらと毎年そういう分野についての調査。研究を実施してきております。

それは、パートの問題、それから、派遣の問題、最近では、契約労働者の問題

等々ございますけれども、ただ、先生に申し上げたいのは、私どもの研究所は、現

場の正確な実態把握を丹念な調査に基づぃてやりまして、そのデータを分析し、

政策提言を付して厚労省に提供するという、そういうやり方からしますと、…・」「そ

の積み重ねが、若年者の雇用対策などに非常に有効に貢献していると思います。

ただ、大きな固まりで、こういうことをしてはいけない、こういうことをしてきたというこ

とはできないとぃう。・・。」



。 事業再構築で活用すべき人材ベース ー 労働基準局、職業安定局の職員数  ,

(本省)労働基準局 318人 (労災や安全衛生等の職員も含む)

職業安定局 234人

(出先)労働基準監督署 4,893人

公共職業安定所 11,861人

(2010年度末定員数 )

:(労働大学校)計 18教室の平均稼働率 65%程度 → 現地移己察した 11月 9日

当時、活用は 2コース(3教室)のみ → 低稼働率

●各府省の研修機関

共有化、統合を検討すべき研修所等

省庁名 研修機関名 (主なもの )

人事院 公務員研修所

内閣府 経済社会総合研究所経済研修所t警察大学校

総務省 自治大学校、消防大学校、統計研修所、情報通信政策研究所研修部

法務省 法務総合研究所研修部、矯正研修所、公安調査庁研修所

外務省 外務省研修所

財務省 財務総合政策研究所研修部、税関研修所、税務大学校

文部科学省 (独)教員研修センター

農林水産省 農林水産研修所、森林技術総合研修所

経済産業省 経済産業研修所、(独 )工業所有権情報。研修館

国土交通省 国土交通大学校、航空保安大学校

環境省 環境調査研修所



*国立健康・栄養研究所

'医薬基盤研究所との統合 一 (技術総括審議官)「薬と、それから、例えば病

院の患者さんでも、食事はしながら薬も飲むわけでございますので、食事と薬の相

互作用というのでしょうか、そういうことも含めて、これからそういうふうな分野はまだ

やってない分野なので、いろいろな意味で可能性があるのではないだろうかという

ことは、ちょうど統合のメリットの議論では出ていました。」

*医薬基盤研究所

国立健康 0栄養研究所との統合 ― (技術総括審議官)「国立健康 :栄養研究

所と医薬基盤研究所の統合については、シナジー効果ということが検討されてい

まして、基本的には人の場合、国から入れる医薬品があるわけです。国立健康・栄

養研究所の場合には、普通の健康食品も含めて食品という観′点ですので、日から

入る医薬品と食物とのいろんな相互作用。同じ糖尿病の予備軍の人たち、患者さ

んに対して、例えば患者になった人たちが飲む医薬品と、重症化していく中の食

品との関係とか、そういう研究という今までやられていないようなものがこれからでき

てくるのではないだろうかということについてのシナジー効果というのはあるのでは

ないかと考えられております。」



*中 央労 働 災害 防止 協会

旧認可法人でその後 、民間法人 → 特別 民間法人へと衣替えしたが、こ

の変遷 についてホームページに記載なし。典型的な不透明型天下りの受 け

皿                         |
活動内容に独 自性が乏しく(労災保険財源をムダ遣いの批判も(労働保険特別会

計から支出 36.6億 円、2010年度予算)

行政刷新会議の事業仕分け第2弾 (2010年 5月 )では同法人の2事業「労働者の

健康づくり対策支援業務」「安全衛生情報提供・本目談等業務」とも「廃止」と評決さ

れた

不透明な法人形態 ― 特別民間法人の定義 → 「特別の法律により設立される

民間法人とはt民間の一定の事務。事業について公共上の見地からこれを確実に

実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として、特別の法律により設立

数を限定して設立され、国が役員を任命せず、かつ、国又はこれに準ずるものの

出資がない民間法人 (地方公共団体が設立主体となる法人を除くさ)」 出所 :総

務省

コンプライアンス違反 → 2006年に東京国税局の税務調査が入り、厚労省の委

託費、補助金の不正支出が指摘される

民営化の可能性 一 (理事長)「うちの収益事業の柱は出版なんです。出版に

つきましても、民間出版会社と比べると遅れたオペレーションをやっているわけで

す。そこで民間出版会社の人をアドバイザーに入れて、あなたたちのこれについて

はこんなに無駄があるということを今徹底的に指摘されて、直す努力をやちており

ますので、出版不況の中でもうちは随分甘い経営をやつていたなという感じがしま

すので、そこの経費節減でも相当出版での収益率が上がると思っております。」

以 上



「独法等整理合理化案/叩 き台」についての意見

` -               1 ,                 大久保

病院系独立行政法人

○ 国立病院機構 と労働者健康福祉機構を単純に統合すると、 144+30=174の 病院を

傘下に収める図体の大きい新独法ができあがる。独法の中で最大級の管理部門を有する巨大

独法を生むことがよいのか、検討が必要。

→ 統合を行 う前に、まず、各法人が傘下の病院の経営の効率化を進める必要があるので

はないか。そして、それぞれの病院が与えられた機能を果たしているか、独法としてのミ

ッションに照らして、十分に検証することが大事。機能が果たされていない病院は、民間

や地方自治体べ移譲する道を選ぶべきもの。残つた病院の運営形態については、全国 1つ

の法人が運営するかどうか、バラバラで運営するのかは、i残 された課題 として今後しかる

べき場で検討されるべきもの。



20104「 12月 17日

厚生労働省独立行政法人

公益法人等整理合理化委員会

淑徳大学准教授

結城 康博

報告書作成 にあたつての記載項 目要望

報告書作成にあたつて下記のような項目を盛 り込んでいただきたい。

1.厚労省OBにづいて

これまで独立行政法人・民間特殊法人・公益法人の一部からヒヤリング行ったが、未だ

に厚労省OBが役員に就いているケースが見られる。一方で、民主党政権にな り厚労省○

Bでなく民間から公募して役員に就いているケースも見られるようになった。

しかし、厚労省OBであろうと民間人であろうと年収 1000万 円を超える給与体系が

多々見られ、公費もしくは受験料および登録料など国民から費用を徴収して運営している

組織においては高額な給与体系である。

確かに、年金基金 (経済専門家)や国立病院 (医師など)、 各研究機関 (研究者)な どは、

業務の責任度合いから高額な役員収入は適切な場合もある:しかし、通常の民間企業の業

務と比べて、専門性や特殊技能がきわだつて認められないケースにおいては、逆に厚労省

OBを役員 として雇用し、地方公務員の再任用給与体系 (委員会で資料要求したものを参

照)に していくほうが効率的と考える (年収 400万円～500万円前後)。

そもそも厚労省OBは有能な人材であり、60歳 を過ぎても公益法人等での活躍は大いに

期待でき、国益にもなるはずである。

これまで天下 りの弊害は退職後の高額な給与体系が問題であつたのであって、厚労省○

Bの人材 。能力そのものは有効であつた場合も多々ある。その意味で、厚労省OBを必ず

しも排除するのではなく、地方公務員の再任用給与体系を参考に活用していくべきである。

2.厚労省関連の試験事務について

厚労省が管轄 している試験や免許資格については、できるだけこれらを統括 している事

務組織を統廃合 して、規模の経済を活用 しながら整理・統合を図るべきである。その際は、

職能団体との関連にとらわれず、効率的な組織運営にしていくべきである。

なお、個別案件であるが、社会福祉士の受験料において、基金の取り崩 しに関しては、

数年間にならして、できるだけ多くの受験生が恩恵を被れるような運用を考えるべきであ

る。

3.福祉や医療等の関連施設

独立行政法人など障害者施設や介護施設を運営しているケースに関しては、入居者の高

齢化を考えて、類似した施設への移行も含めて機能・分化を図るべきである。例えば、特



別養護老人ホームの活用を考え、社会福祉法人などの活用も検討していくべきであるハ

しかも、国が関与している福祉施設は、利用者の地域性を考えるとデメリットもあるた

め、今後は類似 した既存の施設 (社会サービス)も利用できるような環境整備 (法令整備

含む)も考えていくべきと考える。

その意味では、局を超えた縦割り行政の弊害を是正し、サービスを受ける視点でどのよ

うなシステムが最適化を考え、福祉施設等の運営を行うべきである。

4.国立病院や労災病院について

国立病院などは、国民の生命を担つている面があり、効率化の原理で整理・統合してい

くことは危険である。しかし、地域よつては県立病院や市立病院などの公立病院も共存 じ

ている場合もあり、今後、国立病院の在 り方を考えこ検討会生星J途設けて、国が失費して

行 う病院事業の在 り方を考えていくべきである。なお、その際は労災病院と国立病院の整

理・統合も視野に議論 していくべきと考える。

5.研究費や委託事業について

独立行政法人や公益法人が行 う事業の一部を民間事業に外注している場合が見られるが、

原則、            るガイドラインを設け「随意契約」はしないよう、報告書

に盛り込むべきである。ただし、「一般競争入札」では、価格だけの争いになる可能性があ

るので、「プロポーザール方式」にすべきである。

6.研究助成金や研究成果について

独立行政法人や公益法人が研究活動や助成事業を行っているが、それらの研究成果を、

原貝1、 インターネット上で誰でも見られるようにするガイ ドラインを設けるべきである。

年報や機関誌では手軽に国民が入手できないため、今後は利用しやすいようにしていくベ

きである。

以 上



2010有三12月 17 日

厚生労働省独立行政法人

公益法人等整理合理化委員会

淑徳大学准教授

結城 康博

国立重度知的障害者総合施設のぞみ園についての意見書

本施設自体は独立行政法人として存続するべきと考える。しかして入所 している利用者

の高齢者の割合が高く部分的には介護施設的ニーズが高まつている。その意味では社会福

祉法人に事業の一部を委託 して、効率的な事業展開の必要性がある。

。全て独立行政法人による直営でサー ビスを担 うのは、技術面 。人的面から非効率である。

介護保険制度も想定しながら高崎市 (地元自治体)と 調整のうえ、地元の高齢者も活用で

きる特別養護老人ホームといった複合的な視点で事業を展開してはどうかと考える。

以上のように改革することで、社会福祉法人の活力 も導入でき、地元利用者 も含めた地

域に根差 した施設経営が可能 と考える。



独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園視察概要

日 時 :平成 22年 9月 20日 (月 )10:00～ 12:40

参加者 :〔 委員会〕松原委員、結城委員、事務局 (川 口)

〔のぞみの園〕遠藤理事長、篠原理事、渡辺理事 ほか

【概要説明】

別添資料に沿 つて、遠藤理事長よ り概要説明

・ 当事者・国民の意向で、できれば一生暮 らせるように、という趣旨で大規模施設

の構想。S46、 定員の関係や、職員確保の観点 (少 し高めの給与を出せ る)か ら、特

殊法人としてスター ト。H15に 独法化 し、「終の棲家」から「地域で暮 らせるように」

に大転換。<P.1>
・ 平均年齢は 59歳 、平均入所期間は 34年 。41都道府県か ら入所。<P.5-6>
口 地域移行がなかなか進まないのは、入所当時の 「一生…」お約束、保護者の代替

わ り、本人の地域体験不足等。<P.10>
・ H15.10か ら H22.3ま での移行者数は 89人。主な移行先はグループホーム等への

移行は 32人 、在宅は 6人。移行までの調整期間 (自 治体・事業所・家庭等)は約 1

年。<P13‐14>
コ 国の政策課題に応 じたモデル的支援 としては、知的障害のある矯正施設退所者ヘ

の支援や、精神科病院に社会的入院する知的障害者への支援等。<P.15,16>
・ 元々特殊法人としてズター トして、給与水準の適正化として、第 1期 中期 目標期

間で国よ り高かつた人件費を H19'ま でに 14%引 き下げ、国並びとした。さらに給与

体系の見直 しを行い、国よりも低い水準 とした。 <P.23>

【質疑】

<松原>こ の法人が 「終生保護」か ら「地域移行」へ舵を切 つたのは、独法化が契機

なのか、障害者 自立支援法制定に向けた議論が契機になつたのか、その前後関係は。

また、(制度の問題 と思 うが)障害程度区分が非常に重く、どうやっても地域移行が

無理な方 口どうしても施設として抱えるべき方はいる、というスタンスなのか。
← ノーマライゼーシ ョンの理念・政策が動いてお り、平成 15年の独法化が 1つ のき

つかけとなつて舵 を切つたもの。

← 老健施設や特養 と同様に、地域生活がやつてやれないこともないかも しれないが、

全体として相当コス トはかかるのでは。法人としては、高齢化 して医療ニーズが高

いなど地域移行が現実的に無理な方には、一生お世話をするとの元々のお約束もあ

り、施設で見ていきたい。

<松原>重度知的障害 (区分 4～ 6)は全国でどの くらいおられるのか。また、その



入所二一ズ (待機児童数に相当するような)は どれだけあるのか。制度の問題なの

で、厚労省の方からデータをいただきたい。

<松原>新規の方を受け入れているのか。
← 受け入れていないし矯正施設退所者の支援などモデル的支援としてのみ受け入れ。

<松原>終生保護のような考え方は国としてない、ということなのか。制度の問題で

あるが、委員会でも議論していきたい。

<松原>都道府県の同様の施設との比較も含め、独法として行うことの意義をどう考

えているか。
← ①総合施設の運営、②国の政策課題に対応した調査研究、③人材の養成研修を三

位一体で取り組み、その成果を全国の関係施設に普及していくこと。

<結城>こ こは施設としては必要だと思う。ただ、これだけ入所者が高齢化すると、

園内に特養を作ることなども必要では。入所者にとつては、ここが「地域」という

意識なのではないか。
← 実は、入所者にとつては家族べの思いは非常に強い。そういう方はできるだけ地

元に、というスタンス。特養設置にういては、ここは今は介護保険不適用。適用す

ることになると、高崎市に全負担が集まることになる:

<結城>国 として絶対やらなければならない理由は何か。施設の一部を社会福祉法人

に委託することも考えられるが、そういう主張はなかつたのか。       |
← 社福に委託というのは、有:力 な意見としては聞いてい社い。      |

<結城>(国の政策課題に応じた)モデル事業をやるにしても、本来は (実施を担う

市町村の取りまとめとしての)都道府県がやるべき役害1で はないか。
← 全国の関係施設に成果を発信していくという役割がある。近年では、知的障害に

認知症も併せて発症している事例など、研究課題としてある。

<結城>入所者は関東近県が多いのか。
← 矯正施設退所者は、地域移行を目指すこともあって近県が多いが、精神科病院入

所者は全国から。矯正施設退所者への支援プログラムを昨年度に開発し、全国の関

係施設に提供したが、それだけでなく、今後は、支援の中心となる職員を育成して

いくことも重要であり、今年度から取り組んでいる。

<松原>私個人は、重度知的障害者の終生保護というものは必要と思つている。国で

やるか都道府県でやるかという問題はあると思うが。ただ、国の方針は、現入所者

が高齢化につれて段々フェイ ドアウ トしていく、研究 口養成もそれに応じて縮小じ

ていくということか。

<結城>知的障害者の高齢者介護の問題は重要であり、どう整理していくのか。



← 可能性 としては介護保険の適用ということも考 えられる。制度の整理が しつか り

つけば、高崎市 としても対応することになるのでは。

【園内施設の見学】                 .
口あじさい寮 (強 い行動障害のある方を支援している寮)

・あかしあ寮 (経鼻経管栄養や胃ろう等の要医療入所者中心。職員配置はほぼ 1:1)
・あおぞら (園 内にある地域生活体験ホーム :矯正施設退所者を含め、地域移行への

トレーニングとして、元職員宿舎を活用 して共同生活)

・くるん (市内にある地域生活体験ホーム)

【施設見学後の質疑】

<結城>やはり施設の一部を社会福祉法人に委託することはできるのでは。それによ

り施設職員のマネジメント能力を高める方がいいのではないか。
← ケアホームなどはいずれ委託できると思う。同等のケアができるところにやつて

もらうことはあり得る。ただ、一部分を切り離してやるよりも、研究、人材養成も

含めて全体として運営していく方が、職員配置の面でも効率的にできると考えてい
.る

。

<結城>要医療の方が多い「あかしあ寮」は、老健施設とすることは考えられるか。
← 切り離してやる方が割高になつてしまうのでは。

<松原>結城先生が言われたのは、国が直営する方式も民間委託する方式もある中で、

上手にコラボレーションしていくという考え方もあるのでは、ということ。例えば、

人材の養成についても (併存することで)民間に波及するという効果もあり得るか

もしれない。そういうことも委員会で議論していきたい。

<松原>「地域に返す」というときの「地域」とは、抽象的な地域ではなく、「親のい

るところ」であつて、そこで受入先がないとt単に保護をやめるだけとなつてしま

う。
こ  「地域」とは、ご家族との関係というのが一番重要。まず家族とのつながりを優

先し (そ の方が自治体との関係でも連携が取れやすい)、 それが薄れている場合には

生活し慣れた地域…となる。

<結城>今後入所者の高齢化が進む中で、この法人の力量で高齢者介護までやれるの

か。介護保険への移行というものも必要ではないか。
← 高齢者介護の専門家を呼んで職員研修を行つている。高齢者という視点だけでは

なく、知的障害という視点もやはり必要。なお、群馬県内でも、社会福祉法人でt

知的障害のある方中心の特養も 1つ ある。



<松原 >社会福祉法人・ NPOで できる所、できない所も見極めていきたい。全て地

域移行というのは難 しく、 (ケ アの)濃淡は必要。

<松原>知的障害者のナショナルセンター的な機能は必要で、地方厚生局の設置地域

(全 国に8か所)位を全国にあってもいいのではないか。

<結城>施設職員の職員配置はここだけで回しているのか。  |
← 国 (厚労省)・ 民間 (社会福祉法人等)と の人事交流を行つている。新規採用は毎

年 3T4人。全体の定員削減がかかっている中で、非常勤職員で対応に努めている

が、厚労省の独法評価委員会で、非常勤職員を補充することで支援の質が保たれる

のかという指摘があり、悩ましい。

<松原>高齢化の問題と、重度知的障害の問題は重なつてきている。特に新規受入れ

がないので、ここでは即高齢化につながる。この問題も委員会で議論していきたい。

法人として委員会に伝えてほしいことでもあれば。
← かつて独法化に当たって 180度路線変更した。また急に大きく転換することにな

ると入所者も家族も職員も混乱してしまうので、ある程度中長期的な方向性を示し

ていたければ。現場としては:

<結城>都道府県のコロニニは現在どうなつているのか。同様に民間委託を進めるの

が難しい要因はイ可か。                                     、

← 運営形態は様々であるが、全国に19か所ある。大阪の金剛コロ二十では、城下

町のように施設の近隣のグループホーム 1手 入所者を押し出してきておりt宮城の舟

形コロニーでも民間に頼んだり、辞めた職員がグループホームを立ち上げたりして

いる。コロニーの規模は縮小傾向6

← 民間のグループホーム等に移行させるにも、ここには全国から入所者が来ている

ので同じようには難しい(受 入先の自治体も地元の在宅障害者を優先しがち)。 また、

都道府県が設置したコロニーでは県単事業を作つたリコロニTか ら民間への移行支

援がしやすい面がある。

<敬称略>
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厚生労働省所管独立行政法人の主な事業分類一覧

研究 病院 労働 年金 その他

ヨエ健 康・禾 受 助 九

所
○

労働安全衛生総合研
究所

○

医薬基盤研究所 ○

労働政策研究・研修
降 臓

○
イ対 全 祗 堂 ヽ

O
(職員研修 )

国立がん研究セン
ター

O
(がんに係る調査研究、医療技術の開発、医療提供、技

術者養成)

国立循環器病研究セ
ンター

○
(循環器病に係る調査研究、医療技術の開発、医療提

供、技術者養成)

コ立精神・神経医療
研究センター

○
(精神・神経疾患等に係る調査研究、医療技術の開発、

医療提供、技術者養成)

国立国際医療研究セ
ンター

○
(感染症等に係る調査研究、医療技術の開発、医療提

供、技術者養成)

国立成育医療研究セ
ンター

○
(成育に係る疾患に係る調査研究、医療技術の開発、医

療提供、技術者養成)

国立長寿医療研究セ
ンター

○
(加齢に伴う疾患に係る調査研究、医療技術の開発、医

療提供、技術者養成)

労働者健康福祉機構 ○
○

(未払賃金立替払い)

国立病院機構 ○

年金・健康保険福祉
怖 譜 整 理 機 壇

υ

※ 病院運営は委託

勤労者退職金共済機
臨

0
(退職金共済 )

高齢・障害者雇用支
隈機構

0
(高齢者・障害者に対

する雇用支援 )

雹用・能力開発機構
0

(職業訓練、勤労者財
lι )

年金積立金管理運用
U

(年金積立金運用 )

福祉医療機構

○
(医療・福祉貸付、年金担保貸
付・労災年金担保貸付、社会

福祉法人の退職金共済 )

コ立重度知的障害者
総合施設のぞみの園

○
(障害福祉サービス)

医薬品医療機器総合
機構

○
(健康被害救済、医薬品・医療



厚生労働省所管得独立行政法人の



研究を主な事業とする独
=行

取法本の比較,

労働者の安全及び健康の確保に資
する調査及び研究を行う

医薬品技術等の向上のための基

盤の整備を図り、もつて、国民の保
健の向上を図る

国民の健康の保持及び増進に関す

る調査及び研究並びに国民の栄養
その他国民の食生活に関する調査

及び研究等を行い、公衆衛生の向上

及び増進を図る

労働者の安全、生命と健康を確保
するための研究開発、軍大な労働
災害の調査等の実施

【自然科学系】

創薬に向けた基盤的な研究、難
病,疾患のための培養細胞等の提
供t研究機関等への研究の振興

【自然科学系】

肥満・糖尿病予防、食事摂取基準策

定、健康食品の安全性情報の提供、
国民の健康づくりに資する調査 :研究

【自然科学系】

足場からの墜落防止措置等関係法

令の制定等の基礎となる研究、アス
ペスト、ナノマテリアル等の職域で
の健康影響、測定手法等の研究

企業との共同研究による世界最大
規模の安全性DBの確立、多価ワ
クチンの基盤技術の開発、ヒトiPS

細胞樹立時の研究費支援

若年者 (ニート・フリーター)雇用支
援に関する研究、パートタイム労働
者の雇用管理実態に関する調査
研究、ワーク`ライフ・パランスに関
する調査研究、非正規労働者等に
関する調査研究      '

糖尿病の予防法の究明、食事摂取

基準・運動基準提示、健康食品の安
全性・有効性の情報提供

論文発表 :38■報

講演・口頭発表:354回

論文発表192報 (英文162、 和文
｀
30)

学会発表429回 (国際106、 国内
323)

論文発表109報 (英文92、 和文 17)

学会発表211回 (国際56、 国内155)

116(9)人

うち研究員 97(7)人
241(159)人

うち研究員 95(48)人

118(0)人

うち研究員 36(0)人
106(62)りヽ

うち研究員 36(4)人

23.5(23.1)億円

うち研究費 7.2(69)億 円

111(103)億 円
うち研究費 80(84)億 円

84(7.4)億 円
うち研究費 1(1)億円

遠心力載荷装置
分析透過型電子顕微鏡

薬用植物資源研究センター

霊長類医科学研究センター
労働大学校

生活習慣病予防の研究を行う運動フ
ロア・プール、ヒューマンカロリメー
ター、骨密度測定器 _

東京大学、東京工業大学、東京都

市大学、北里大学、米国・労働安全

衛生総合研究所ほか

日本製薬工業協会、連携大学院
(3機関)、 東京大学、北海道大学、

熊本大学ほか

JAXA(宇宙航空研究開発機構)、 国
立枢地研究所、連携大学院 (6機関)、

(独)国民生活センター



■_■ _～一二_●、二_″動■を主盤妻1表とす0彙行政:法 F

平成13年4月 に国立健康・栄養研究

所から独立行政法人化

平成1二年4月 に(独)産業安全研究

所と(独)産業医学総合研究所を続
合

平成17年 4月 に(独)医薬品。医療

機器総合機構、国立医薬品食品
衛生研究所、国立感染症研究所
の一部が統合

健康食品等に関する情報提供を行う
栄養情報担当者 (NR)の 認定業務
・ 職員 1人
・ 予算 3′40o(400)万円

労働行政担当職員研修
・ 職員 管理3人、事業19人

｀

・ 予算3.9(3.9)億 円

平成13年4月 平成18年 4月 平成17年4月 1欝薫事
現在、(独 )労働安全衛生総合研究
所及び(独)医薬基盤研究所との統
合に向けて検討中

現在、(独)国立健康・栄養研究所
及び(独)医薬基盤研究所との統合
に向けて検討中

現在、(独)日立健康。栄養研究所
及び(独)労働安全衛生総合研究
所との統合に向けて検討中

労使の参画を得て運営される社会
科学系の政策研究機関



一一口［］



(独)国立病院機構(独 )労働者健康福祉機構

(独)年金・健康保険福祉施設整理機構 (R
FO)が病院を保有 (設置期限は平成24年9月

末まで)

柵 笙≧淵聞翻圏膿畠ま鯉 鮮

・我が国の医療政策の実施機関として、平成
16年に独立行政法人化
・我が国唯―の全国病院ネットワークによる人

的・技術的・資金的な相互支援を実施しながら、

診療・臨床研究・教育研修が一体となつた事
業を展開
・特に、結核、重症心身障害、筋ジストロフィー、
心神喪失者等医療観察法等の他の設置主体
では必ずしも実施されないおそれのある医療、
国の政策上、特に体制確保が求められる4疾
病5事業に対する医療等を実施するとともに、
EBM推進のための大規模臨床研究等を実施

労災病院グループを核としたネットワーク

により、労災疾病等に関する予防から治療、

リハビリテーション、職場復帰に至る一貫
した高度・専門的医療の提供、労災疾病等
に関する研究、職域関係者 (産業医等)に
対する産業保健活動等を推進

・主に昭和20年代に、健康保険の保険料や年金

保険料を財源として、政府管掌健康保険の被保
険者や厚生年金の障害年金受給者等のために
設置
・地域医療を担い、4疾病5事業やリハビリテー

ションをはじめとして、地域住民にとつて不可欠
な医療を提供するとともに、介護事業も実施

本部 :東京都 支部 :6プロツク本部:神奈川県

62(社会保険病院52、 厚生年金病院10)

※ 委託先 全社連 :社保48厚年3厚生回:厚年7、

その他4団体 :社保4

計 56′508床
-48,385床 療156床

結・感3,256床 精4′711床

※ 一般病床のうち、菫心7′381床 、筋ジス2,280床

計 12,887床

-12,875床 療 0床 結・感 12床 精 0床

(全社連)|(厚生団)|‐
: 計 14,118床   2,803床  :

=.13′ 663床   2,521床
|  :

療  161床    282床    .
結・感 248床    o床
精  46床    0床

※ 主な委託先の全社連・厚生団について記載、以下同じ

入院 :3,820,034人  外来 :6,893,219人

※ うち労災患者 入院:117,295人 外来:349′217人

入院 16′161,453人 外来 11,596′ 799人

※ 入院患者のうち、結核533`886人 、重症心身障害
2,692,458人 、筋ジストロフィー762137人 、心神喪失者
等医療観察法131,861人 他

入院 :(全 )3,594,130人、(厚 )800,687人

外来 :(全 )6,667,213人、(厚 )950,070人

※ 全社運について、平成22年 3月 31日 で委託契約を解除し
た浜松病院を含む





見直し後

県・地
・都道府県が希望し受入条件が整うホ

・
リテクカレッシ

・・ホ
・
リテ

クセンターを移管
・委託訓練(H23～都道府県)・委託訓練(H23～都遭府県〕
・地方自治体が希望し受入条件が整う地域職業割1練セ

国 (都道府県労働局 )



未定稿
(参考資料)

第4回 資料4

回
□
□
回
□
□
□
□
□

国等との関係が強い所管公益法人の類型別法人一覧

指定に基づき国からの交付金等を受けて事業を実施しているもの(6法人)

指定を受けて国家試験 :有資格者登録業務を実施し、受験料・登録料を得ているもの(14法人)    .

指定を受けて審査業務を実施し、審査に係る収入を得ているもの(1法人)

登録を受けて機械等の検査・検定業務を実施しt検査料等を得ているもの(4法人)

指定又は登録により行われる研修、講習業務(39制度 該当する指定制度は全で複数法人指定が可能)

国(厚労省)から予算上相手先が特定されている補助金等を受けて事業を実施しているもの(1二 1に該当するものを除く)(39法人)

国から1億円以上の支出を受けて事業を実施しているもの(1二 1、 2-1に該当するものを除く)(30法人)

独立行政法人から1億円以上の支出を受けて事業を実施しているもの(10法人)

都道府県雇用開発協会 (独立行政法人から支出を受けて事業を実施)(41法人)  、          '

以上、重複を除き合計139法人

※各表の「国OBの有無」は、役員にういては平成22年 7月 1日
｀
現在、職員については平成22年 4月 1日 現在



E三コ   
指定に基づき国からの交付金等を受けて事業を実施しているもの(6法人)

番号 区分 法人名 事業内容 指定根拠法令
国OBの
有無

平成2¬ 年度
総事業収入

(千円)

平成21年度
国支出額
(千円)

備考

社 日本看饉協会
中央ナースセンター事業 看護師等の人材確保の促進に関する法律第20条

有 4,868,038 280,997

240 財
全国生活衛生営業指導
センター

螂 盤 ‰為 T鶴銹 慢善
向上・技術的指導

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法犀第
57条 の10

有 591,034 412,789

財 港湾労働安定協会

港湾労働者派遣制度に基づく派遣契約のあつせん、

港湾派遣労働者の雇用の安定のための事業(雇用

管理者及び派遣元責任者に対する研修、港湾派遣

労働者等に対する相談援助)、 港湾労働者に対する

技能訓練及び港湾運送事業主に対する相談援助

港湾労働法第28条第1項 、第2項

有 3,367,016 418,941

社
全国シルバー人材セン
ター事業協会

シルバー人材センターに係る必要な事業の実施 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第46条
有 671,411 301,630

財 介饉労働安定センター
介饉労働者に関する情報の収集・提供等、介臣労働
者に対する援助等

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第15条第1項
有 3.905,952 3,045,987

財 二十一世紀職業財団

間時
等

短
給

労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第25条第1

項
有 6,336.129 6,040,506

文付金は23
年度限り育児・介護を行う労働者の雇用の継続等のための給

付金の支給、当該労働者に対する相談その他の援
助、事業主に対する相談その他の援助等

育児体業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律第36条第1項

1議||
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堕
購
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□ 指定を受けて国家試験。有資格者登録業務を実施し、受験料・登録料を受けているもの(14法人)

番号 区分 法人名 事業内容 指定根拠法令
国OBの
有無

平成21年度
総事業収入

(千円)

平成21年度
受験料等収
入 (千円)

備考

財 日本救急医療財団

救急救命士名簿の登録 積急寂命士法幕1繰第1項

有 184.205

14.650

救急救命士試験 救急紋命士法第37条第1項
78,447

財 柔道整復研修試験財団

柔遍壼覆師の量蠍 柔逼壼憚EF法 第8条の2第 1項

有 239.503

25,603

柔道整復師国家試験 柔遭肇復師法第13条の3第 1 項
174,319

財 東洋療法研修試験財団

あん暉マッサージ信圧師・はりEIF嗜 ゆう師国瞑風
験 &島昇酬

Tジ TE圧師、I=り師、きゆう師琴に関する法律第

有 259,821

193,760

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師の登録
毛ξ馬属ご荏

「

ジ指

「

師Jよッ師、きゆ獅 劉 こ関する法律キ 54,408

財 医療研修推進財団

言語聰冤士の登鯨 百嬌理寛士法爾12条第1項

有 241,090

21,712 H23年度受
験料引き下

げ予定
言旧聘覚士国塚風験 言語聴覚士法第36条第1項

91,142

財 歯科医療研修振興財団

歯科爾生士法第8条の2第 1項

有 181,165
43,080

雷科衛生士試験 田科爾笙
=法第12彙の4甲 1項

85,199

223 財 ビル管理教育センター
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条第3項

有 985,120 169,900

243 財

美容師試験 美容師法 第4彙の2第 1項

有 1,047.392

301,958

美容師の登録事務 美容師法 甲5条の3
156.624

理容師試騒 理‐●師法 第4彙の2第 1項
70,483

理容師の登録事漸 理容師法 第5条の3
15,270

財 給水工事技術振興財団
給水装置工事主任技術者試験 水遭法第25条の12第 1項

有 394,752 315,409

財 医療機器センター
臨床工学技士国家試験 臨床工学技士法第17条第1項

有 849,629 00,533

H23年度受
験料引き下
げ予定



番号 区分 法人名 事業内容 指定根拠法令 Ю
無

い
有

平成21年度
総事業収入

(千円)

平成21年度
受験料等収
入 (千円)

備考

財 安全衛生技術試験協会

免許試験の実施に関する業務の代行業務 労働安全衛生法第75条の2第 1項

有 1.524224

1,424,065

労働安全・衛生コンサルタント試験の実施に関する
業務の代行の業務

労働安全衛生法爾88条の2
36.605

作業環境測定士試験の代行業務 作業環境測定法第20条第1項
36,382

財
社会福祉振興・試験セ
ンタニ

社会福祉士試験 社会福祉士及び介讀福祉士法第10条第1項

有

465,619

社会福祉士の登録 社会福祉士及び介EttlL士 法第35条第1項
91,488

介餞福祉士試験 社会福祉士及び介E福祉士法第41条第1項
2,055,113

介層福祉士の登録 社会福祉士及び介硬福T■i法野43彙第1■
332,317

精神保健福祉士の試験事務 精神保健福祉士法第10条軍1環
87,113

精神保健福祉士の登録事務 精神保健福祉士法第35条第1項
31,492

598 財 テクノエイド協会
義肢装夏ELu象試験 義肢装具士法第17条第1項

有 686,024 l Q478

345 社 日本作業環境測定協会
作業環境測定士の登録の代行栞務 作業環境測定法第32条の2第 1項

有 498,656 13,577

348 社
日本労働安全衛生コン
サルタント会

労働安全・衛生コンサルタントの登録の代行事務 労働要全衛年法第35条の2
有 200,945 9,547



指定を受けて審査業務を実施し、審査に係る収入を得ているもの

番号 区分 法人名 事業内容 指定根拠法令
口OBの
有無

平成21年度
総事業収入

(千円)

平成21年度
審査に係る収

入 (千円)

備考

社
国民健康保険中央
会

公■負担医療に係る診景報酬II求書の番歪 原子爆弾被爆者に対する援饉に関する法律施行令第14条

有 526.330,648 393,389

「審査に係る
収入」は、都道
府県団体連合
会からの負担
金及び日庫補
助金であり、書
査内容ごとに区
分していない。

公費彙担医療に係る診療報酬請求書の番壺
原子爆弾被爆者!F対する極饉に関する法律第15条第4項

公賣負担医療に係る診療報酬31求 書の番萱 感染症の予防及び感染症の愚者に対する医療に関する法律
第40条第6項

公費負担医療に係る診療報酬嬌求書の番歪 障害者自立支援法 第73条第3項

公量負担医療に係る診療報酬語求■の番三
滑≡幅壮重魔零著腎穆現雪項

議霧理碁霧引霊豊菫魔零種 翼λ3
公費負担医療に係る診療報酬請求書の番I

公費負担医療に係る診療報酬請求書の番査 母子保健法 第20条第7項
母子保健法施行令 第1条

公責負担医療に係る診概報酬猾蒸書の番歪
石綿による健康被害の救済に関する法律第14条

国民健藤保険団体連合会からの委託を受けて
行う高額の診農報酬明細書の審査 高齢者の医療の確保に関する法律第70条第5項

国民健康保険団体運合会からの委託を受けて
行う高額の診瞭報酬明細書の審査

国民健康保臓法 第45条策6項



□ 登録を受けて機械等の検査 ,検定業務を実施し、検査料等を得ているもの(4法人)

番号 区分 法人名 事業内容 登録根拠法令
国OBの
有無

平成21年度
総事業収入

(千円)

平成21年度
検査料等収
入 (千円)

備考

社 日本ポイラ協会

特定機械等の製造時検査の代行の業務
労働安全衛生法 第38条第1項

有 4.027,939特定機械等の性能検査の代行の業務 労働安全衛生法第41条第2項 1:999,481

機械等の個別検定の代行の業務 労働安全衛生法第44条第1項 443,247

333 社 ポイラ・クレーン安全協会

特定機械等の製造時検査の代行の業務
労働安全衛生法 第38条第1項

有 1,867,310

0

特定機械等の性能検壺の代行の栞薇 労働安全衛生法 第41条第2項 1,211,326

機械等の個別検定の代行の業蕩 労働安全衛生法第444第 1項 68,888

335 社 日本クレーン協会

特定機械等の性能検査の代行の業務 労働安全衛生法第41条第2項
有 4.509,292

2566.237

機械等の型式検定の代行の業務 労働安全衛生法第

“

条の2第 1項 6479

社 産業安全技術協会

機械等の個別検定の代行の業務 労働安全衛生法第44条第1項

有 513i009

1,700

機械辱あ型式検定の代行の業務 労働安全衛生法第44条の2第 1項 383,347



指定又は登録により行われる研修、講習業務(39制度‐該当する指定制度は全て複数法人指定が可能)

研修・鷲習の内容 根拠法令 区分 法人の例

指定産業医研修機関(産業医の選任要件となる研修を実施する機関をい
う。)

労働安全衛生規則第14条第2項第 1号
社 日本医師会

登録計画作成参画者研修機関(大規模な工事等を行う際の計画作成に,画
させる必要のある者の資格を得るための研修を実施する機関をいう。)

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別猥第9
社 仮設工業会

検査業所属検査者研修実施機関(検査業者が特定日主検査を異施させる者
の資格を得るための研修を実施する機関をいう。)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省
令第十九条の二十二第一項第―号等の規定に基づく厚生労働大臣が定
める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第134

繁賭配霧鼎課腎繁薄犠壼鴨籍臭籠Rt導野
る場合を含む。)            :

社 建設荷役車両安全技術協会

クリーニング師研修 クリーニング業法 軍8条の2爾 1項
財 全国生活衛生営業指導センター

精神保健判定医等に対する養威研修 心神長失等の状態で軍大な他署行為を行つた者の医療及び観察などに
関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関
する省令第7条第4項

社 日本精神科病院協会

貯水槽清掃作業従事者研修 建築物における衛生的環境の確保に関する法憚施行規則 耶28条第5号
社 全国建築物飲料水管理協会 他1法人

排水管清掃作業従事者研修 建築物における衛生的環境の確保に関する法憚施行規則 第28彙の3第
51]                                                   

′ 社 全国ビルメンテナンス協会

防除作業従事者研修 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第4・■
社 全国ビルメンテナンス協会 他1法人

清掃作粟従事看研修 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条第3号
社 全国ビルメンテナンス協会

ダクト清掃作業従事者研修 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第26条の3第
3号 社 全国ビルメンテナンス協会

クリーニング業務従事者講習 クリーニング業法 第8条の3 財 全国生活衛生営業指導センター

ダクト清掃作業監督者講習 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条の3第
2・B・

財 ビル管理教育センター

医療機器修理業者の責任技術者の資格要件に係る基礎講習会及び専門講
習会

薬事法施ェ規則第九十―条第二項第二号に規定する講習会を行うもの
の登録等に関する省令(平成16年厚生労働省令第62号 )

財 医療機器センター

医療機器襲遺業の責任技術者の資格要件に係る講習会
薬事法施工規則第九十一条第二項第二号に規定する講習等を行うもの
の登録等に関する省令(平成16年厚生労働省令第62号 財 医療機器センター

管理美容師資格認定講習会 美容師法 第12条の3第2項 財 理容師美容師試験研修センター

管理理容師資格認定講習会 理容師法 第11条の4第2項 財 理容師美容師試験研修センター

7



研修・購習の内容 根拠法令 区分 法人の例

技能講習 労働安全衛生法 第14条 、第61条第1項 社 日本クレーン協会 他112法人

空気環境測定実施者講習 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規11第 20条第2号 財 ビル管理教育センター

空調給排水管理監督者講習 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条第5号 財 ビル管理教育センター

建築物環境衛生管理技術者講習会 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条第1項第1号 財 ビル管理教育センター

高度管理医療機器等の販売業又は■貸業の営業管理者の資格要件に係る

講習会
薬事法施工規則第九十一条第二項第二号に規定する講習会を行うもの
の登録寺に関する省令(平成16年厚生労働●令第62号 )

財 医療機器センター 他 1法人

作業環境測定士試験合格者等に対する講習の業務 作業環境測定法第5条 社 日本作業環境測定協会 他3法人

指定筆記試験免除講習機関(労働衛生コンサルタントロ腋の筆配試験の全
部が免除勧 る壼習を実施する機関をいう。)

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労
働省令第3■)第13条第1項

社 日本医師会 他1法人

水道技術管理者講習の実施 水道法施行規則第14条第3号 社 日本水道協会

水道技術管理者講習会 水道法施行規則 第14条 社 日本水道協会

清掃作業監督者講習 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第25条第2号 財 ビル管理教育センター

貯水槽清掃作業監督者講習 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第28条第4号 :財 ビル管理教育センタニ

瞬理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の字力を有する看に保

る講習
調理師法施行規員1第 18条 社 日本田理師会 他2法人

登録ポイラー実技講習機関(二級ポイラー技士免許の受験資格を取得する
臓習を実施する機関をいう。)

ポイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第101条
第3号ニ

社 ポイラ・クレーン安全協会 他9法人

登録安全衛生推進者等養成講習機関 (安全衛生推進者又は衛生推進者の
選任要件となる講習を実施する機関をいう。)  _ 労働安全衛生規則第12条の3第1項 財 安全衛生普及センター 他77法人

登録試験免除講習機関(作業環境測定士試験の奉記試験又は口述風躾の
一部又は全部が免除される講習を実施する機関をいう。)

作業環境測定法施行規則 (昭和50年労働省令第20号 )第 17条第2号 社 日本作業環境測定協会

統括管理者講習 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第30条第2号 財 ビル管理教育センター

排水管清掃作業監督者講習
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第28条の3第
4・B 財 ビル管理教育センター

防除作業監督者講習 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第3号 財 ビル管理教育センター

労働者の有する技能検定
職業能力開発促進法 第47条第1項

職業能力開発促進法施行規則第60条の3、 第63条の4、 第63条 の5、 第63

条の5の 2、 第63条の503
社 調理技術技能センター 他3法人

技術考査の指定 調撃師法施行規則第18条 社 全国調理師養成施設協会

調理技術に関する審査 調理師法 第B条の3第2項 社 調理技術技能センター

教習業務 労働安全衛生法 第75条第3項 社 ポイラ・クレーン安全協会 他6法人



: E≡
ヨ  国(厚労

省
)から予算上相手先が特定されている補助金等を受けて事業を実施しているもの(1-1に該当するものを除く)(39法人)

番号 区分 法人名 補助金等の名称
補助金の額(H22年度予

算額)(千円)

平成22年度総事業
収入(千円)

国OBの
有無 備考

2 社 国際厚生事業団 外国人看護師・介護福祉士受入事業(国際厚生事業団分) 148,162 564,939 有

5 財 日本:LO協会 国際技能開発計画 75.595 466.387 有

社 日本医師会 女性医師支援センター事業 155,995 17,199,779 有

財 ライフ・プランニング・センター がん愚者に対するリハビリテーシヨンに関する研修事業 13.218 1,044.674

財 がん集学的治療研究財団 インターネットを活用した専門医の育成等事業 77.516 19Q490 有

54 財 日本医療機能評価機構

医薬品適正使用啓発推進等事業費 37.664

2,071,709 有
医療事故情報収集等事業 97.708

産科医療補償制度運営費 86,957

病院機能評価支援事業費補助金

88 社 日本歯科医師会 歯科医療関係者講習会等 2.568,870

135 財 日本予防医学協会 難病情報センター事業等補助金 12.000 8.394,425

154 財 日本公衆衛生協会
地域健康づくり推進対策費補助金 181.128

497,319 有

地域保健活動普及等委託費 7,978

155 財 日本食生活協会 健康増進重点プロジェクト事業 99,588 193.554

160 社 日本栄養士会 疾病の■症化予防のための食事指導活動拠点整備事業 21.412 016.549

財 難病医学研究財団
特定疾患医療従事者研修事業費 4,132

82,505 有

難病情IEセンター事業等補助金

社 日本臓器移植ネットワーク 移植対策事業費補助金 807,778 1,738,205 有

財 骨髄移植推進財団 移植対策事業費補助金 429,212 1,513.009 有

財 予防接種リサーチセンター
予防接種健康被害者保健福祉相談事業費 40′ 350

138,279 有

予防接種従事者研修等委託費

財 ウイルス肝炎研究財団 予防接種従事者研修等委託費 8.127 52,400 有



番号 区分 法人名 補助金等の名称
補助金の額(H22年度予

算額)(千円)

平成22年度総事業
収入(千円)

目OBの
有無

備考

258 社 日本病院薬剤師会 薬剤師研修等事業費 91,507 580,623 有
国からの補助金等は平
成22年度限りの予定

財 友愛福祉財団
=7遷

扇百¬蕨百百するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究等子
彙書          .

516.004

349.651 有

医薬品等健康被書対策事業費補助金 95,590

社 日本労働者信用基金協会
層用開発支援事業費等補助金 13,724,310

31,365,523

長期失業者就彙支援事業 182.342

財 労災保険情報センター 労災診療被災労働者援輝事業補助事業費 3.322,040 10,421,501 有

財 産業医学振興財団 産業医学振興財団守運営費 5,316.934 0,009,777 有

財 摩来雇用安定センター 産業雇用安定センタ=補助金 2,375,290 0,166,955 有

２０ 財 国際研修協力機構 技能実習の基礎的教育等の指導・援助事業 22.448 2,724.635 有

社 全国ベビーシツター協会 ベビーシッター研修事業費 40.660 有

財 全国里親会 里親促進事業 12.300 69,217 有

477 財 児童健全育成推進財団 優良児童劇巡回事業等 175.460 479,401

478 財 児童育成協会 児童館巡回支援活動等事業贅 557.477 2,752.300 有

財 こども未来財団 子青て支援事業助成等事業費 11082,645 1,158,636 有

社 日本介饉福祉士養成施設協会 介讀教員麟習会事業 5,562 204,322 有

536 社 日本社会福祉士会 社会福祉士養威実習施設実習指導者特別研修亭彙 19,600 549.639

社 日本介護福祉士会 介護福祉士養成実習施設案習指導者特別研修事業 21,793 402,304 有

社 日本社会福祉士養成校協会 社会福祉士実習・演習担当教員講習会事業 2.541 110,451

547 財 日本遺族会
遺骨収集等派遣費補助金(友好親善事業) ,477

3,601,168 有

昭和館通曽委託費 442.950

548 財 日本傷颯軍人会 戦傷病者福祉事業助成委託費 193.237 375.111 有

財 日本障害者スポーツ協会 身体障害者体宙等振興費補助金 255.502 1,162,471 有



番号 区分 法人名 補助金等の名称
補助金の傾(H22年度予

算領)(千円)

平成22年度総事業
収入(千円)

国OBの
有無 備考

503 財
日本障害者リハピリテニシヨン
協会

宙度情報通信福祉事業費 89,326
502.375 有

全口身体障害者総合福祉センタ=運営事業 94,313

009 財 全口老人クラブ連合会 全国老人クラブ連合会助威費 9,049 143,244

社 シルバーサービス振興会 介餞サービス情報の公表制度支援事 有

社 国民健康保険中央会

後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金 1,000,143

627,726,51 有

国民健康保険団体連合会等補助金 1,470,963

国民健康保険中央会施行経責彙費等、保撲者機能強 1じ に必要な軽量、介頷
日酬静中

=に
伴うシステム改修書

509,525

社会医療診療行為別調査委

“

費 35,968

障害者自立支援事業費等補助 1,000,989

11



国から1億円以上の支出を受けて事業を実施しているもの(1-1、 2‐ 1に該当するものを除く)(30法人)

番号 区分 法人名 国から最も多額の支出を受けて行つている事業内容
国からの支出額 (自 21年度

予算額)(千円)

平成21年度総事
業収入 (千円)

国OBの
有無

備考

財 長寿社会振興財団
厚生労働科学研究推進事業 117,724 358,930 有

財 がん研究振興財団
爾 対がん総合戦略研究推進事業 456,946 530,233 有

財 医療情報システム開発センター
雨啓種魔区分管理事業 158,481 477β75 有

財 ヒューマンサイエンス振興財団
厚生労働科学研究費補助金 (創薬基盤推進研究事業(政策創采総合研究亭
業))

1.549,345 2,294,180 有

124 財 日本環境衛生センタ=
中小企業等環境彙荷物質対策調査事業(バーゼル法関連手前相談等栞務)

2,725,462 有

財 放射線影響研究所

原子爆弾被爆者に対する援饉に関する法律第40条第2項及び日米交換公

文〈昭和50年 1月 18日 外務省告示第7号)に基づき、平和目的の下に、放射

線の人体に及ぼす医学的影響及びこれによる疾病の調査研究 (放射線影響
研究所補助金)

2,220,043 3.550,945 有

財 国際協力医学研究振興財団
精尿病戦略等研究事業 (厚生労働科学研究費補助金)

604,000 1,399■ 98 有

財 癌研究会
がんに関する基礎生物学的研究事業

1,249,485 47,988,997

財 健康・体力づくり事業財団

全国フォーラム、中高年の運動普及・推進事業、指導者講習会、優秀組織豪
彰、情報収集提供事業、ホームページによる情報提供等 105,343 916,010 有

財 日本腎臓財団
腎疾患重症化予防のための戦略研究事業(厚生労働科学研究費補助金)

250.000 1.040.612 国からの支出は21年度
限り

200 財 エイズ予防財団

IErズ対策研究推進事業(厚生労働科学研究費補助金)  .
873.443 947.608 有

財 献血供給事業団
隣帯血移植対策事業 240,335 4,908,285

社 日本食品衛生協会
食品の安心・安全確保推進研究推進事業 144,686 2,050,273 有

財 残留農薬研究所

食の安全・消費者の信頼確保対策事業資補助金(晨薬の後作物残留調至平
業及び農薬登録に係る調理加工試験導入に関する調査事業) 111,506 2224, 有

財 食品農医薬品安全性評価センター 平成21年度石油精製物質適正評価調査(発がん性、変異原性及び生殖発生
轟性に関するな害性調査)

137,300 888,908 有

財 畜産生物科学安全研究所
食の安全・消費者の信頼確保対策事業資補助金 (抗目性物質楽剤耐性菌評
価情報整備補助事業)

217,283 1,318.592 有

社 全国労働保険事務組合連合会
雇用保険活用援助事業(委託事業)

1,831,478 3,486,291 有

12



番号 区分 法人名 国から最も多額の支出を受けて行つている事業内容
国からの支出額(H21年度

予算額)(千円)

平成21年度総事
業収入 (千円)

国OBの
有無 備考

社 全国労働基準関係団体連合会
仕事生活調和推進事業(委託事業)

1,148,067 1,719,542 有

財 労働衛生協会
職員健康診断

123,344 2,713,559 有

380 財 労災サポートセンター 労災特別介順援助子薬 (晏託■ )
3,904.689 0,293,079 有

社 雇用問題研究会 インターンシップ受入企業開拓事業 121,578 520,342

411 社 全国民営職業紹介事業協会
職薬紹介指導援助亭薬

101,970 207.435 有

463 財 海外職来訓練協会
グローバル人材育成支援事業

612.630 1.548.066 有

494 財 女性労働協会
女性と仕事総合支援事業

357.684 501.332 有

財 中国残留孤児援餞基金 中国帰口看定看促進センター事栞
518,510 016,095 有

570 財 精神・神経科学振興財団
目殺関連うつ対策戦略研究亭栞

292.553 468.486 有

財 船員保険会
生活習慣届予防健診亭栞委託買

323,951 27,740.416 有

社 全国社会保険協会連合会

医療従子者の百威

245,866 294,730.915 有
当該支出は、一般の病院
と同様に受けているもの

財 国際労働財団
国際労働関係事業

298,282 459,734 有

財 西威労働福社センター
日雇労働者技能講習亭業

128,911 660,990

13



独立行政法人から1億円以上の支出を受けて事業を実施しているもの(10法人)

番号 区分 法人名 事業内容 関係独立行政法人名
国OBの
有無

平成21年度総
事業収入(千

円)

平成21年度独
法からの支出

(千円)

平成21年度
口支出額 (千

円)

備考

財 日本医療機能評価機構 病院機能評価業務委託等 日立病院臓構 有 2,592,339 304,802 524,623

財
ライフ・エクステンション
研究所

長期貸付金 (活動年令の延長を図るため、各種疾
病ついての調査及び試験研究を達成するあ、研究

機関として病院の付設運営。)

福祉医療機構 7.210.066 200,000 1:557

財 痛研究会 『P13キナーセ・を標的とする分子標的抗癌薬のトランス
レーカナルリナ千』に関する委託研究契約等

医薬基盤研究所 49,562,875 42■ 858 1.249,485

財 雇用振興協会 雇用促進住宅管理運営等業務 雇用・能力開発機構 有 28,750,537 20,179,381 0

社
日本産業カウンセラー
協会

労災病院に設置された電話相談窓口におけるメン
タルヘルス率のカウンセリング業務

労働者健康相祉機構

有 2,416.445 107,068 65,219
職員向けメンタルヘルス研修の講師 労働政策研究・研修機構

職員向けキャリア・カウンセリング研修の構師
雇用・能力開発機構

高齢・障害者雇用支援機構

456 財 介饉労働安定センター 職業11練の委託 (介餞職員基礎研修科)等 雇用・能力開発機構 有 3,905,952 134,336 3,045,987

504 財 神経研究所 長期貸付金等 福祉医療機構 1,874,912 300180 0

594 財
日本障害者スポニツ協

障害者スポーツ支援事業助成全 福祉医療機構 有 1,068,363 280,087 327,828

財 テクノエイド協会 社会福祉振興事業交付金等 有 886.624 213,462 338,968

財 長寿社会開発センター 社会福祉振興事業交付金等 福祉医療機構 有 1,134.078 100,595 101,355



都道府県雇用開発協会(独立行政法人から支出を受けて事業を実施)(41法人)

(高齢・障害者雇用支援機構からの業務委託については平成23年度より全廃)

番号 区分 法人名 事業内容 関係独立行政法人名
国OBの
有無

平成21年度
総事業収入

(千円)

平成 2¬ 年度独
法からの支出

(千円)

平成21年度
国支出額 (千

円)

備考

ill■●11111■
:|■ |||||||||||||■ |||:
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社
青森県高齢・障害者雇
用支援協会

雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 121,497 93.848 10,693

社 岩手県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 96,656 0

社 宮城県雇用支援協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 303,960 152.854 67,539

社 秋田県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 110,176 85,821 9,078
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社 福島県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 109,507 101.047 0

社 茨城県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 192,942 112,325 24,979

90Ю 社 栃ホ県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 100.546 91.190 0

社 群属県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 127,401 100,547 13,934

社 埼玉県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 205,320 177.060 0

社 千葉県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 192,026 100,263 27,256

社 東京都雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 450.832 382.243 19,000

|二

=||■
■|||111111111111

社 新潟県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 145,546 148,394

社 富山県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 126,538 100,599 8,986

社 石川県雇用支援協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 134,327 92,278 27.240

社 福井県雇用支援協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 107,176 96.875 0

社 山梨県雇用促進協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 170,892 86,796 0



番号 区分 法人名 事業内容 関係独立行政法人名
国OBの
有無

平成21年度
総事業収入

(千円)

平成21年度独
法からの支出

(千円)

平成21年度
国支出額 (千

円)

備考

社 長野県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 120.545 125,548 12,900

社 岐阜県雇用支援協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 140.269 116.643 3.002

社 静岡県雇用支援協会 雇用安定事業関係委託業務等 百齢・障害者雇用支援機構 有 245,945 173.572 0

社 愛知県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 375,365 215,423 47.843

社 二重県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 90,4フ 3 88.433 0

社 滋賀県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 127,702 89,987 22,994

社
京都府高齢・障害者雇
用支援協会

雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 170,060 173,112 11,570

社 大阪府雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 376.467 314,239 18,441

財 兵庫県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 351,659 190,383 52.994

難
や
ヽ
■

一騨一緩

社 和歌山県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 84.738 84.732 0

社
鳥取県高齢・障害者雇
用偲准協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 70,563 16,034

社 島根県雇用促進協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 91.828 79.696 5.470

社 岡山県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 213.852 115.507 41,398

社 広島県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 172.121 143.280 17.635

社 山口県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 89.552 91,368

社 徳島雇用支援協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 90,700 85,642 0

社 香川県雇用支援協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 119,000 91,320 22.236

社
愛媛高齢・障害者雇用
す浮協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 113,964 96.017 9,076

社 高知県雇用開発協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 75,188 10,879

財
福岡県高齢者・障害者
雇用支援協会

雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 275,852 190,550 17,992

財
佐賀県高齢・障害者屋
隅す標協会 雇用安定事業関係委託業務等 高齢・障害者雇用支援機構 有 103,061 85,494 10.414





(参考資料)    |
第6回 参考資料    |

地方公務員における再任用職員の給料月額別採用数 (平成20年度)について

※総務省自治行政局公務員課編「『地方公務員の再任用実施状況及び退職状況等調査』の概要について(地方公務員月
報2009年 11月 号)」 を参考に作成

※自治体により取扱いが異なるが、別途、期末手当等がある。

給料月額 (円 ) 人数 割合(%) 給料月額 (円 ) 人数 割合(%)

常
時
勤
務
職
員

1001000未 満 0 0.0%

短
時
間
勤
務
職
員

100,000未満 178 0.7%

100,000以上120,000未満 0 0.0% 100,000以上120,000未満 1,329 5.0%

120,0001次」L140,000ラに汗寄 1 0.0% 120,000"災 」L140,000ラに漏寄 3,684 13.8%

140,000,次」L160!000ラに青読 7 0.1% 140,000以 上160,000未満 3,842 14.4%

160,000厖人」L180,000ラに茄寄
‐
2 0.0% 1601000以上180,000未満 5:076 19。0%

180,000以上200,000未満 115 1:6% 180,000以上200,000未 満 8,864 33.2%

200]0001災」ヒ220,000ラに漏読 506 7.2% 200,0001ス」ヒ220,000月に淵寄 2:103 7.9%

220,000ルス」ヒ240,000ラに所埼 753 10.7% 220,000,ス Jに 240:000ラに漏百 1,428 5.3%

240,000,ス」L260,000ラに汗読 1,698 24.2% 240,000以 上2601000未満 170 0.6%

260,000,ス」L280,000ラR丼萄 2,878 41.0% 260,000以上280,000未満 21 0.1%

280,000,ス」L300,000ラに漏寄 636 9.0% 28Q000以上300:000未満 10 0.0%

300,000,ス」L320〕 000ラに粛寄 132 1.9% 300,000,ス」L320,000ラト漏寄 1 0.0%

320,000,ス」L340,000ラに茄綺 121 1.7% 320,000,ス」L340,000ラに淵寄 2 0.0%

340:000"災」L360,000ラに所笥 10 0.1% 340,000,ス」L360,000'R丼笥 0 0.0%

360,000ル災」L 169 2.4% 360,0001ス」ヒ 0 0.0%

計 7028 計 26:708



(参考資料)|
「国家公務員の再任用制度」(抄 ) 人事院給与局生涯設計課作成

◆俸給

なし ■         ■

再任用職員の俸給月額については、職務の級ごとに単一の額が設定されており、

再任用後の職務に応じて決定された級に応じた額が支給されます:ま た、短時間勤

務職員の俸給月額については、勤務時間に比例して算出することとなります。

●行政職俸給表 (― )

●行政職俸給表 (二 )

●専門行政職俸給表
:

●税務職俸給表

●公安職俸給表 (一 )

●公安職俸給表 (二 )



●海事職俸給表 (一 )

●海事職俸給表 (二 )

機教育職俸給表 (一 )

幸教育職俸給表 (二 )

1嚇む籍 報 おご11
俸給月額 251,400円 298,800円 317,300円

●研究職俸給表

攀専門スタッフ職俸給表

俸給月額 1330,800円 1435,600円 1492,100円

●医療職俸給表 (一 )

●医療職俸給表 (二 )

●医療職俸給表(三 )

●福祉職俸給表


